
  ２　歳　　　　　入

（款）
(項) １

金　　　　額

1 29,236,000 30,566,000 現 年 課 税 分 1,365,000 均等割 8,000
所得割 △60,000
配当割 517,000
株式等譲渡所得割 900,000

滞 納 繰 越 分 △35,000

2 3,539,000 3,353,000 現 年 課 税 分 △183,000 均等割 9,000
法人税割 △192,000

滞 納 繰 越 分 △3,000

3 881,000 592,000 現 年 課 税 分 △289,000

33,656,00033,656,00033,656,00033,656,000 34,511,00034,511,00034,511,00034,511,000

(県　　　税) 入 1

１ 県 税
県 民 税

目 補正前の額 補　正　額

法 人 △186,000

利 子 割 △289,000

計計計計 855,000855,000855,000855,000

計
節

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

個 人 1,330,000
千円 千円 千円 千円

1個 人 29,236,000 1,330,000 30,566,000 現 年 課 税 分 1,365,000 均等割 8,000
所得割 △60,000
配当割 517,000
株式等譲渡所得割 900,000

滞 納 繰 越 分 △35,000

2法 人 3,539,000 △186,000 3,353,000 現 年 課 税 分 △183,000 均等割 9,000
法人税割 △192,000

滞 納 繰 越 分 △3,000

3利 子 割 881,000 △289,000 592,000 現 年 課 税 分 △289,000

入

入

1

1



(県　　　税) 入 2

(項) ２

金　　　　額

1 972,000 1,031,000 現 年 課 税 分 60,000 第１種 54,000
第３種 6,000

滞 納 繰 越 分 △1,000

2 13,814,000 14,274,000 現 年 課 税 分 467,000 所得割 660,000
収入割 △167,000
付加価値割 56,000
資本割 △82,000

滞 納 繰 越 分 △7,000

14,786,00014,786,00014,786,00014,786,000 15,305,00015,305,00015,305,00015,305,000

(項) ３

金　　　　額

1 14,628,000 16,308,000 譲 渡 割 1,680,000

2 7,836,000 5,958,000 貨 物 割 △1,878,000

22,464,00022,464,00022,464,00022,464,000 22,266,00022,266,00022,266,00022,266,000

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

節

個 人 59,000

法 人 460,000

事 業 税

目 補正前の額 補　正　額 計

計
節

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

譲 渡 割 1,680,000

計計計計 519,000519,000519,000519,000

地 方 消 費 税

目 補正前の額 補　正　額

貨 物 割 △1,878,000

計計計計 △198,000△198,000△198,000△198,000

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

1個 人 972,000 59,000 1,031,000 現 年 課 税 分 60,000 第１種 54,000
第３種 6,000

滞 納 繰 越 分 △1,000

2法 人 13,814,000 460,000 14,274,000 現 年 課 税 分 467,000 所得割 660,000
収入割 △167,000
付加価値割 56,000
資本割 △82,000

滞 納 繰 越 分 △7,000

1譲 渡 割 14,628,000 1,680,000 16,308,000 譲 渡 割 1,680,000

2貨 物 割 7,836,000 △1,878,000 5,958,000 貨 物 割 △1,878,000

入

入

2

2



(項) ４

金　　　　額

1 2,106,000 2,175,000 現 年 課 税 分 71,000 承継分 △11,000
原始分 82,000

滞 納 繰 越 分 △2,000

2,106,0002,106,0002,106,0002,106,000 2,175,0002,175,0002,175,0002,175,000

(項) ５

金　　　　額

1 1,184,000 1,173,000 現 年 課 税 分 △11,000

1,184,0001,184,0001,184,0001,184,000 1,173,0001,173,0001,173,0001,173,000

(項) ６

金　　　　額

1 358,000 367,000 現 年 課 税 分 9,000

358,000358,000358,000358,000 367,000367,000367,000367,000

(県　　　税) 入 3

計
節

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

不 動 産 取 得 税 69,000

不 動 産 取 得 税

目 補正前の額 補　正　額

計
節

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

県 た ば こ 税 △11,000

計計計計 69,00069,00069,00069,000

県 た ば こ 税

目 補正前の額 補　正　額

計
節

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

ゴ ル フ 場 利 用 税 9,000

計計計計 △11,000△11,000△11,000△11,000

ゴ ル フ 場 利 用 税

目 補正前の額 補　正　額

計計計計 9,0009,0009,0009,000

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

1不 動 産 取 得 税 2,106,000 69,000 2,175,000 現 年 課 税 分 71,000 承継分 △11,000
原始分 82,000

滞 納 繰 越 分 △2,000

1県 た ば こ 税 1,184,000 △11,000 1,173,000 現 年 課 税 分 △11,000

1ゴ ル フ 場 利 用 税 358,000 9,000 367,000 現 年 課 税 分 9,000

入

入

3

3



(県　　　税) 入 4

(項) ７

金　　　　額

1 808,000 1,012,000 現 年 課 税 分 204,000 自家用自動車 162,000
営業用自動車 △19,000
軽自動車 61,000

808,000808,000808,000808,000 1,012,0001,012,0001,012,0001,012,000

(項) ８

金　　　　額

1 6,048,000 6,020,000 現 年 課 税 分 △5,000

滞 納 繰 越 分 △23,000

6,048,0006,048,0006,048,0006,048,000 6,020,0006,020,0006,020,0006,020,000

(項) ９

金　　　　額

1 11,180,000 11,197,000 現 年 課 税 分 22,000 乗用車 6,000
トラック 15,000
特種用途自動車 1,000

滞 納 繰 越 分 △5,000

11,180,00011,180,00011,180,00011,180,000 11,197,00011,197,00011,197,00011,197,000

計
節

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

自 動 車 取 得 税 204,000

自 動 車 取 得 税

目 補正前の額 補　正　額

計
節

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

軽 油 引 取 税 △28,000

計計計計 204,000204,000204,000204,000

軽 油 引 取 税

目 補正前の額 補　正　額

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

自 動 車 税 17,000

計計計計 △28,000△28,000△28,000△28,000

自 動 車 税

目 補正前の額 補　正　額

計計計計 17,00017,00017,00017,000

計
節

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

1自 動 車 取 得 税 808,000 204,000 1,012,000 現 年 課 税 分 204,000 自家用自動車 162,000
営業用自動車 △19,000
軽自動車 61,000

1軽 油 引 取 税 6,048,000 △28,000 6,020,000 現 年 課 税 分 △5,000

滞 納 繰 越 分 △23,000

1自 動 車 税 11,180,000 17,000 11,197,000 現 年 課 税 分 22,000 乗用車 6,000
トラック 15,000
特種用途自動車 1,000

滞 納 繰 越 分 △5,000

入

入

4

4



(項) 11

金　　　　額

1 30,800 15,800 現 年 課 税 分 △15,000

30,80030,80030,80030,800 15,80015,80015,80015,800

(県　　　税) 入 5

計計計計 △15,000△15,000△15,000△15,000

計
節

説　　　　　　　　　明
区 　　　　分

狩 猟 税 △15,000

狩 猟 税

目 補正前の額 補　正　額

千円 千円 千円 千円

1狩 猟 税 30,800 △15,000 15,800 現 年 課 税 分 △15,000

入

入

5

5




